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令和５年10月からスタートのインボイス制度について
　当協会は年会費のみで事業運営を行っており、収益事業は行っ
ていない「免税事業者」です。
　「年会費」は不課税取引となりますので、「インボイス制度に伴う
適格請求書発行事業者登録番号」の取得は行っておりません。

記 事 提 供：日本年金機構盛岡年金事務所、全国健康保険協会岩手支部
　　　　　　岩手県社会保険労務士会
編集・発行：一般財団法人岩手県社会保険協会

● 全国健康保険協会 岩手支部 P2-3 ●令和7年度被扶養者資格再確認のご協力のお願い
●マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」をお送りしております
●協会けんぽ 2024（令和6）年度決算（見込み）のお知らせ
●ご家族（被扶養者）様も健康サポートを協会けんぽ岩手支部内でご利用できます！

● 日本年金機構 P4-6 ●標準報酬決定通知書を送付します　●外国人の年金制度加入について
●日本年金機構 盛岡年金事務所が移転します

● 岩手県社会保険労務士会 P7 ●社労士通信 vol.34
● 社会保険協会 P8 ●会費納入の御礼とお願い

●東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券のお知らせ



協会けんぽ 岩手支部からのお知らせ協会けんぽ 岩手支部からのお知らせ

お問い合わせ先： TEL019-604-9089（保健グループ）

お問い合わせ先：TEL019-604-9018（企画総務グループ）

お問い合わせ先：TEL019-604-9070（業務グループ）

令和７年度
被扶養者資格再確認のご協力のお願い

事業主・加入者のみなさまへ

令和７年度の予定

マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」をお送りしております

確認の対象となる方

Q．2024年度の決算は黒字額が増加しましたが、協会けんぽの財政は安定して
　　いるのでしょうか？

2024年度の決算（見込み）の概要

　協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、
健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただく
ため、被扶養者資格の再確認を実施しております。
　令和７年度につきましては、被扶養者資格が解除となる可能性の高い対象者に絞って
10月下旬に順次「被扶養者状況リスト」をお送りいたします。
　被扶養者資格の再確認は、被扶養者の方の現況確認だけではなく、加入者みなさまの
保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、ご理解とご協力をお願いいたし
ます。

以下のいずれかに該当する被扶養者
　①健康保険の資格が重複している可能性が高い方
　②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している
可能性が高い方

　③令和６年中の課税収入額が130万円（60歳以上は180万円）の金額を超過して
いる方（18歳未満の者や直近で認定された者を除く）

　※上記に該当する被扶養者がいない場合は、被扶養者状況リストはお送りいたし
ません。

　※被扶養者状況リストの内容に変更がない場合も必ずご提出をお願いいたします。

扶養解除となる被扶養者の方がいる場合
　確認の結果、扶養解除となる場合は、被扶養者状況リストと被扶養者異動届を
提出します。
　扶養解除の迅速化のため、被扶養者異動届は電子申請により、日本年金機構へ
お届けください。
　なお、電子申請によるお届けが難しい場合は、被扶養者状況リストに同封の被
扶養者調書兼異動届を協会けんぽへご提出ください。

令和６年度の実績
○ 扶養解除者数　約6.3万人
○ 高齢者医療制度への負担軽減額（効果額）　約11億円

送付時期

10月下旬（予定）

提出期限

令和７年12月12日（金）

　令和7年12月2日より、現在お持ちの健康保
険証は使用することができなくなります。
　マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を
利用して医療機関等を受診していただけますが、
マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関を受
診する際には資格確認書が必要となります。
　今回送付対象となる方には、申請によらず職権
で発行いたします。

令和6年11月29日までに加入された方(水色の保険証が
発行されていた方)のうち、令和7年4月30日時点でマイ
ナ保険証をお持ちでなく、かつ令和7年5月16日時点にお
いて加入している方

令和7年9月19日、令和7年9月26日
※なお、到着までには差出日から2営業日ほど
　かかる見込みであり、前後する可能性があります。

被保険者様住所に送付(特定記録郵便)
※被保険者様・被扶養者様の分をまとめて送付

【事業主様へのお願い】
　令和7年7月31日に送付対象者一覧表を発送しておりますが、従業員様の住所に送付した資格確認書が、
宛てどころ不明等により当協会に返送された場合、返送された方の資格確認書を事業所様に送付いたします。
　お手数をおかけしますが、従業員様に配付いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先： TEL019-604-9070（業務グループ）

　2024年度の決算は収入が11兆8,525億円、支出が11兆1,939億円、収支差は前年度から
1,923億円増加し、6,586億円となりました。
　保険料収入は、賃上げ等による標準報酬月額の増加や被保険者数の増加により前年度比3,492億
円の増加となった一方で、保険給付費は医療費の伸びが低めに推移した影響で前年度比1,040億円
の増加となっています。
　医療費については、新型コロナの臨時的特例廃止（2024年3月末廃止）等の特殊要因で伸びが抑
えられていることが一定程度影響しており、今後の動向を慎重に見極める必要があります。

A． 協会けんぽの財政は、当面、賃上げ等により標準報酬月額の増加が見込まれるものの、
　◎現在の不安定な世界情勢が我が国の経済社会に及ぼす影響が不透明であり、これまでのような保険料収入の増加

が中長期的に継続するか予測が難しいこと
　◎協会けんぽ加入者の平均年齢の上昇や医療の高度化等により保険給付費の継続的な増加が見込まれること
　◎団塊の世代が後期高齢者になったことにより後期高齢者支援金が中長期的に高い負担額のまま推移することが見

込まれること
　等に留意が必要と考えています。

　また、「経済財政運営と改革の基本方針2025（2025年6月13日閣議決定）」におい
て、診療報酬改定に関して、「2025年春季労使交渉における力強い賃上げの実現や昨
今の物価上昇による影響等について、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃
上げに確実につながるよう、的確な対応を行う。」とされており、今後の動向を注視する
必要があると考えています。

　協会けんぽ岩手支部では、生活習慣の改善を目的とした健康サポートを（特定保健指導）を実施して
います。ご家族様でも協会けんぽ岩手支部にお越しいただく方法（来所方式）で健康サポートを無料でご
利用いただけます！健康サポートを受ける場所が無い…とお困りのご家族様は是非、ご利用ください。

協会けんぽ　2024（令和6）年度決算（見込み）のお知らせ

ご家族（被扶養者）様も健康サポートを協会けんぽ岩手支部内でご利用できます！

詳しくは、協会けんぽのホームページをご覧ください▲
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日本年金機構からのお知らせ

e-Tax

【オンラインサービスの全体概要図】
万全なセキュリティを確保する観点から、e-Govやマイナポータルといった政府共通基盤の活用を基本としています。
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事業所向け

届書作成プログラムや
労務管理ソフト等から、
e-Gov及びマイナポー
タルを通じて申請デー
タ等の授受を実施。

電子申請

電子送付
(オンライン
事業所年金情
報サービス)

お客様 【事業所】
お客様【事業所】

届書作成プログラム
労務管理ソフトなど

届書作成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに
よる電子申請に活用
が可能

電子証明書

またはGビズID

電子証明書

またはGビズID

閲覧

e-Gov ・ マイナポータル

e-Gov

日本年金機構

申請

処理結果通知

受付

処理

ダウンロード

受付

電子送付

電子送付希望登録

電子送達

e-Govの電子送達
からダウンロード

被保険者データ
の取り込み

個人向け

マイナポータル及びね
んきんネットを入口と
して、申請データ等の
授受を実施。

記録の
確認

電子申請

電子送達

お客様 【個人】 マイナポータル ねんきんネット

記録確認
年金額試算
納付

マイナポータル連携で簡単ログイン※マイナンバー
カード

免除・納付猶予申請書
扶養親族等申告書など

日本年金機構

受付

処理

申請

処理結果通知
マイナポータルの
「お知らせ」に届く閲覧

マイナポータル連携で簡単ログインマイナンバー
カード 電子送付希望登録

「お知らせ」
控除証明書
源泉徴収票

受付

電子送付

データ取込（自動）
XML

XML

お知らせメール

確定申告書作成時に
データ連携

※ ねんきんネットはマイナンバーカードをお持ちでない方もID・パスワードの登録によりご利用いただけます。

決定通知書
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( )

( )

( )
e-Gov

[ ]

[ ]

2023 1 19 16 31

2023 1 21 10 05

15

2023 1 21 10 05

2023 1 21
10 06 2023 4 20 - -_ 5 1

PC

1

2

1

2

3

4

3

4

90

_ 5 1 _ .csv
_ 5 1 _ .csv
_ 5 1 _ .csv
_ 5 1 _ .csv

_ 5 1 .xml
_ 5 1 .pdf

202301170844067044

05 1 17

( )

( )

( )

XML

ZIP

e-Gov
XML

202301170844067044

_ 5 1 (202301170844067044).pdf

_ 5 1 (202301170844067044).xml

_ 5 1 _ (202301170844067044).csv

_ 5 1 _ (202301170844067044).csv

_ 5 1 _ (202301170844067044).csv

_ 5 1 _ (202301170844067044).csv

202301170844067044

Windows Microsoft Edge IE
macOS Safari

P.34

5

6

7

5

6

7

91

XML

ZIP
ZIP

XML e-Gov
XML

Windows Microsoft Edge IE
macOS Safari

XML

5

6

7

検索日本年金機構　オンライン事業所年金情報サービスご利用方法等の詳細な情報は
日本年金機構ホームページをご覧ください。

　日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入して
いない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。

※日本国籍を有しない方で在留資格が、「医療滞在」、「観光等を目的とするロングステイ」といった「特定
活動」により滞在する方は、国民年金第1号及び第3号被保険者から適用除外となります。

●短期在留している外国人の本人確認
　◎旅券の身分事項のページの写し
　◎（ア）～（ウ）いずれかの写し
　　　（ア）旅券の資格外活動許可証印のページ
　　　（イ）資格外活動許可書
　　　（ウ）就労資格証明書
●日本国外に居住している方の本人確認
　日本国内に居住している方に準じて、運転免許証、旅券（有効期限内のパスポート）、
現地における公的機関の発行した資格証明書（写真付き）等の写しにより行います。
　なお、初めて公的年金制度（共済組合等を除く）に加入した場合は、基礎年金番号通知
書が交付されます。

■外国人従業員を採用したときの手続き
　健康保険・厚生年金保険に加入している会社、工場等の適用事業所に雇用され、健康保険・厚生
年金保険に加入するときは、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要がありま
す。被保険者資格取得届を提出する際は、「資格取得時の本人確認」を行っていただき、手続きをお
願いします。
　また、マイナンバーを有していない短期在留外国人、海外居住者で、過去に本人確認を行っていな
い方については、以下の書類により本人確認を行いますので、書類の写しの送付をお願いします。

■外国人従業員が家族を被扶養者にするときの手続き
　健康保険の被保険者となった方に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、事業主を経
由して「被扶養者（異動）届」を日本年金機構へ提出します。
　被扶養者に該当する条件は、日本国内に住所（住民票）を有しており、被保険者により主として生計
を維持されていること等があります。
　また、日本国内に住所を有する場合であっても、日本国籍を有しておらず、「特定活動（医療目的）」
「特定活動（長期観光）」で滞在する方は、被扶養者には該当しません。

■外国人従業員が退職したときの手続き
　健康保険・厚生年金保険に加入している外国人従業員が退職または契約変更等により、健康保険・
厚生年金保険の資格基準を満たさなくなったときは、事業主が「被保険者資格喪失届」を日本年金機構
へ提出する必要があります。
　また、短期在留の外国人従業員が退職して自国へ帰国する場合、脱退一時金の制度があります。

標準報酬決定通知書を送付します

【オンラインサービスの概要図】

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/online_jigyousho.html

外国人の年金制度加入について
　7月に届出された算定基礎届により決定された被保険者の新しい標準報酬月額をお知らせする「標準報
酬決定通知書」を送付します。
　給与明細書等に記載するなどして、従業員に対し新しい標準報酬月額を必ずお知らせいただくようお願
いいたします。
　この新しい標準報酬月額に基づいて、9月分からの健康保険料及び厚生年金保険料が10月より納入
告知されますので、必ず給与引き去り分及び事業主負担分と合致するかご確認いただき、不一致の際に
は年金事務所までお問い合わせください。
　なお、郵送される保険料納入告知額・領収済額通知書等を待たずに少しでも早く保険料額を突合され
たい場合は、電子送付（オンライン事業所年金情報サービス）をご利用ください（下図参照）。
※電子申請の際に電子通知書を希望された事業所様へは、個人単位の通知書データとなりますが、複数名単位の一覧表形式をご希
望の場合には、変換ファイルを日本年金機構のHPに掲載しておりますのでご利用ください。

国民年金

厚生年金

「国内に住所を有する」という要件のため…
▼

日本国内に住所を有する外国人の方も第1号被保険者となります。
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中央通り

菜園通り

中の橋

下の橋

上の橋

不来方橋

開運橋 P

日本年金機構

移転後開所日 周辺地図

移転先

アクセス

受付時間

◆JR線、IGRいわて銀河鉄道「盛岡駅」
　盛岡駅北口または南口より徒歩25分
◆岩手県交通、岩手県北バス
　「盛岡バスセンター」停留所下車徒歩2分
◆盛岡中心市街地循環バス「でんでんむし」
　「盛岡バスセンター」停留所下車徒歩2分

令和7年10月14日（火）

〒020-0871
岩手県盛岡市中ノ橋通1-6-8
monaka4階

月曜から金曜 8：30～17：15
週初の開所日 8：30～19：00
第2土曜 9：30～16：00

TEL019-623-6211（代表）
※電話番号の変更はありません。

来訪相談のご予約

電話番号

盛岡年金事務所が移転します

年金の受け取りに関するご相談およびお手続きは事前のご予約が便利です。
【予約受付専用電話】

【受付時間】
　月曜から金曜  8：30～17：15（祝日、年末年始を除く）

※050で始まる電話でおかけになる場合は 03-6631-7521（一般電話）
※ご予約の際は基礎年金番号のわかる書類をご準備ください。

0570-05-4890  【ナビダイヤル】
ゴ ヨ　ヤ　ク　ヲ

https://www.iwate-sr.jp
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部　　長 あれ、総務の方で就業規則を見直すって話が出ているけど、うちの
就業規則ってそんなに古いの？

社 労 士 最後に改定したのが10年前ですね…。これでは最近の法改正や社会情勢、働
き方の変化に対応できていないかもしれません。

部　　長 法律ってそんなに変わっているの？うちでは従業員との間でトラブ
ルになったことはないし、問題ないと思っていたけど。

社 労 士 確かにトラブルが表面化していなければ、就業規則の見直しの必要性を感じ
にくいかもしれません。ですが、近年では育児介護休業法の改正によって育
児休業、介護休業等の取扱いが大きく変わりましたし、労働施策総合推進法
の改正によってハラスメント防止措置が義務化されるなど、就業規則に反映
すべき内容は多くあります。

部　　長 確かに、先日従業員が育児休業を取得することが決まったとき、就
業規則が古いままだったから社内で混乱したなぁ。就業規則って大
事なんだね。

社 労 士 はい。就業規則が古いままだったり、内容が曖昧だったりすると、実際に運
用するときに混乱を招いてしまいますので、就業規則は定期的に見直すこと
が望ましいです。

部　　長 そういえば、コロナ禍をきっかけにテレワークを一時的に導入したけ
ど、従業員からは評判が良くて今後も続けようかと先日の会議で議題
になったし、リモートワークに関する規程も考えておく必要があるか
もしれないな。
あと、最近はスキマバイトをしたり、SNSへの情報発信で広告収入
を得たりと副業の選択肢も増えてきているから、副業についてもルー
ルを定めておいた方がよさそうだ。

社 労 士 はい。法改正はもちろん、会社を取り巻く環境に合った内容にしておくことは、
従業員からの信頼にもつながりますし、求人を出す上でのアピールにもなり
ます。話題になれば企業のPR効果も期待できますよ。

部　　長 じゃあ、総務と一緒に中身を確認してみるか。必要があれば相談に
乗ってくれる？

社 労 士 もちろんです。いつでもお気軽にどうぞ！

「時代に合った」就業規則に見直そう！



社会保険協会からのお知らせ

奇数月発行
2025No.833

職場で回覧しましょう

一般財団法人 岩手県社会保険協会
〒020-0021 盛岡市中央通１丁目6番26号
TEL.019-625-2772  FAX.019-626-0252
URL：https://www.syahokyo-iwate.com/

岩手県内の年金出張相談所及び年金相談につきましては事前予約制となっています。
当協会ホームページの「岩手県年金出張相談所開設案内」より日程や連絡先などをご確認ください。

「来訪相談予約受付専用電話」
0570-05-4890

「年金相談に関するお問い合わせ」
0570-05-1165

ホームページがご覧になれない場合は、以下の『日本年金機構専用ダイヤル』へお問い合わせください。
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　　　　　　　　　　　事業所所在地等を変更されたときはご連絡ください
事業所の名称・所在地・電話番号を変更された場合は、年金機構への届出と同時に当協会にもご連絡をお願いいたします。

　変更届　　（送付先）  ＦＡＸ 019-626-0252� 一般財団法人岩手県社会保険協会

会員番号 □–□□–□□□–□□□□□ （宛名ラベルの下にあります）
変更日　　年　　月　　日

変更前（全事項記入願います） 変更後（変更事項のみ記入願います）
ふりがな

事業所名

所 在 地
〒　　　― 〒　　　―

電話 電話

社会保険協会からのお願い

社会保険いわて  2025.9社会保険いわて  2025.98

会費納入の御礼とお願い
　平素より当協会事業へのご理解とご協力につきまして心より感謝申し上げます。「2025年度社会保険協会
会費」の払込につきまして早速納入いただき、ここに感謝を申し上げます。
　さて、2025年度の会費について口座振替の事業所様は7月4日振替させていただきました。ご指定口座へは「RL）イワテ
シャホキョウカイヒ」と表示されておりますのでご確認願います。
なお、口座振替を申し込まれている場合やコンビニ等でご入金いただいている事業所様から送金により納入されている場合
が散見されますのでご注意願います。
　また、口座振替以外の事業所様は「社会保険いわて」5月号へ「コンビニ・ゆうちょ(郵便局)併用払込用紙」を同封しており
ますので、ご確認の上納入につきましてよろしくお願い申し上げます。（払込用紙に納入期限が印字されていますが、期限
が過ぎてもご利用できます。）なお、「払込用紙」を紛失された場合は当協会（019-625-2772）までご連絡いただければ再
発行いたしますが、コンビニ専用の払込用紙となりますのでご了承ください。

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券のお知らせ
　社保いわて5月号でご案内いたしました利用券のお申し込みを受付しています。
　■申込資格　2025年度(令和７年)会費を納入済みの事業所様
　■利用対象　上記事業所の被保険者、被扶養者
　■補 助 額　１枚につき、１名様、1,000円
　■有効期限　2025年7月～2026年3月31日
　■申込方法　社会保険協会ホームページで注意事項をご確認のうえ、お申し込みください。
　　　　　　　事業所の規模(2025年度協会費の被保険者数に基づく)に応じて、上限枚数を設定させていただきます。
　　　　　　　配布枚数に限りがあります。枚数に達し次第終了しますのでご了承ください。

優待施設「クア・アンド・ホテルグループ」の施設予約方法が変更になっています。
《優待利用施設の変更》
　「クア・アンド・ホテルグループ」の「甲府プリンスホテル朝日館」は、令和7年3月28日に対象外となりました。

《優待内容及び使用方法の変更》
　1.優待内容
　　「クア・アンド・ホテルグループ公式ホームページからの予約で、施設の宿泊料金の8％の割引。」に変更になりました。
　2.利用方法
　　①宿泊の場合「クア・アンド・ホテルグループ公式ホームページへアクセスし、希望施設（3施設より）、空室情報、法

人ログインを選択して、アカウント、アクセスキーを入力。
　　②日帰り入力の場合は、利用時に「施設利用会員証」を施設フロントに提示。
　　　（宿泊の場合、提示は不要）


